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徳島県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業補助金  

事務局運営業務に係る公募型プロポーザル募集要項 

 
１ 業務概要 

（１）業務名 

    徳島県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業補助金事

務局運営業務  

（２）業務目的 

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従業

員の処遇改善及び医療機関等における経営の改善を行うため、県内事業

者への補助金を交付するに当たり、申請書類の受付・審査・問い合わせ対

応等の事務局運営業務を委託し、迅速かつ的確に処理することを目的とす

る。  

（３）業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

（４）委託期間 

   契約締結の日から令和８年９月３０日（水）まで 

 

２ 委託費の上限額 

２５，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※管理費は事務経費の 10％以内とすること。 

 

３ 参加資格要件 

次の全ての要件を満たす者であって、委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有す

る者であることを条件とする。 

(１)提案事項を的確に遂行できる能力を有する者 

  (２)物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和

５６年徳島県告示第２６号)第４条第１項の規定による審査により資格を有する者 

※資格を有していない場合は、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第１号：様式

は徳島県ホームページからダウンロードするか徳島県管財課において配布されて

いるものを使用すること。)に必要書類を添付して、提出書類の提出期限までに徳

島県管財課へ提出しなければならない。 

 資格審査の結果については、申請者へ通知が行われる。 

 

(３)法人等及びその代表者が次の事項に該当しない者 

① 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当する

者 

  ② 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の

措置の対象となっている者 

  ③ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７
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号)第２条第２項に規定する暴力団をいう、以下同じ。)又はその構成員(暴力団の

構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から５年を

経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体 

  ④ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成

１６年法律第７５号)に基づく破産手続開始の申立てがなされた者 

  ⑤ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)第

３条又は第８条第１項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定され

た日から２年を経過しない者 

  ⑥ 法人税、法人事業税、法人県民税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税等納

付すべき税金を滞納している者 

  ⑦ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者 

  ⑧ 役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者が 

   いる団体 

   ア 成年被後見人又は被保佐人 

   イ 破産者で復権を得ない者 

   ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことが無くなった日から２年を経過しない者 

  ⑨ 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する等適

当で無いと認められる者 

（４）共同企業体（以下「ＪＶ」という。）の参加申込みについては、次に掲げる要件を

全て満たすこと。 

  ① 代表企業が上記３（１）から（３）の全てを満たす者であること。 

  ② 代表企業以外の構成企業が上記３（１）から（３）に掲げる要件（（２）を除

く。）を全て満たす者であること。  

 

４ 企画提案書等の作成及び提出方法等 

（１）提出書類及び部数 

  次の書類を提出すること。 

① 参加申込書（様式第１号）       １部 

② 誓約書（様式第２号）         １部 

③ 提案者の概要等（様式第３号）     １部 

④ 企画提案書（様式第４号）       正本１部、副本５部     

⑤ 見積書（任意様式）          正本１部、副本５部     

⑥ 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） １部（発行後 3か月以内のもの。写し不可） 

⑦ 直近の決算書又はこれに類する書類（確定申告書の写し等）１部 

⑧ 共同企業体協定書兼委任状（様式第６号）１部   ※ＪＶ参加の場合のみ 
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（２）提出期限及び提出方法 

  ○参加申込書の提出 

    ① 参加申込書の提出 

    本プロポーザルに参加（企画提案書を提出）する場合は、令和８年３月５日（木）

１７時【必着】までに、「参加申込書（様式第１号）」（ＪＶを結成してプロポー

ザルに参加する場合、「様式第１号」に代えて「様式第１－２号」）を提出するこ

と。 

  ② 企画提案書等の提出 

    令和８年３月１６日（月）１７時【必着】までに、４（１）②～⑧に記載する書

類等を提出すること。   

    なお、郵送により提出する場合も同様とする。 

（３) 提出方法 

   持参又は郵送により、期限までに「10 事務局」へ提出すること。 

   なお、郵送の場合は、書留又は簡易書留により送付すること。 

（４）提出に関しての留意点 

  ① 参加者は、企画提案書の提出をもって本要項及び仕様書の記載内容に同意したも

のとする。 

  ② 企画提案書は１者につき１提案とする。 

  ③ 企画提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めない。ただし、書類

の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、追加資料の提出を依

頼することがある。 

  ④ 提出された企画提案書は、理由の如何を問わず返却しない。 

  ⑤ 提出された企画提案書は、徳島県における使用に限り、必要に応じて複写するこ

とがある。 

  ⑥ 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

  ⑦ 企画提案に要する全ての費用は応募者の負担とする。 

  ⑧ 提出書類が次のいずれかに該当する場合には、原則として、当該書類を無効とす

る。 

    ア 提出方法、提出先又は提出期限に適合しない場合 

    イ 虚偽の内容が記載されている場合 

    ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

    エ 本要項及び仕様書に示した提案に関する要件に適合しない場合 

  ⑨ 受託者は、受託する業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはで

きない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められる場合、事前に県の承諾

を得た上で、業務の一部を委託することができる。 

  ⑩ この業務により知り得た秘密は、他人に漏らさないこと。 
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５ 質問の受付 

（１）受付期間 

   公募開始日から同年２月２７日（金）１７時まで 

（２）受付方法 

     質問書（様式第５号）により行うものとし、ファクシミリ又は電子メールにより、

10 に示す事務局まで送付するものとする。なお、質問書には、担当窓口の部課

名、氏名、電話及び電子メールアドレスを明記し、送信後には必ず、電話

にて着信確認を行うこと。  

（３）回答方法 

      回答は県ホームページに掲載する。  

 

６  参加辞退  

参加申込書提出後に企画提案の参加を辞退する場合は、辞退届（様式第

７号）を持参又は郵送により、 10 に示す事務局まで提出すること。  

 

７ 委託候補者の選定方法 

（１）審査方法 

   県が別に設置する「選定委員会」における総合的な評価を踏まえて選定する。 

（２）評価基準  

選定委員会の審査は、次の評価基準等により行う。  

 

評価項目  

 

        評価内容  

 

配点  

 

事業実施のスケジ

ュール  

 

 

 

・事業実施に必要な全体スケジュールが  

示されているか。  

・速やかな事務局及びコールセンターの  

開設が可能であるか。  

 

１５  

 

 

 

 

事務局業務の実施

体制  

 

 

 

 

・業務を実施するために必要な経験や実  

績、 知 識等 を 有 する ス タッ フ が 確保 さ  

れ、適切な人数が配置されているか。  

・コンプライアンス体制が十分整ってい  

るか。  

 

１５  

 

 

 

 

 

事務局業務の執行

管理  

 

 

 

 

・補助金の公平な受付・審査ができる工夫

がなされているか。  

 

１０  
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問合せ対応（コー

ルセンター）業務  

 

 

 

 

 

 

・業務を実施するために必要な知識や技  

能、電話応対スキルを有するスタッフが確

保され、適切な人数で配置されているか。 

・問合せ等に対して統一的かつ適切な対  

応が な され る よ う、 体 制が 整 っ てい る  

か。  

 

１０  

 

 

 

 

 

 

 

申請者の利便性  

 

・申請者の利便性が考慮されているか。  

 

１０  

 

補助金制度の周知  

 

 

・対象者への効果的な周知広報の提案が  

なされているか。  

 

１０  

 

 

過去の事業実績  

 

 

・過去に同種の事業実績があり、提案内  

容の実施に信頼がおけるか。  

 

５  

 

 

財務の状況  

 

 

 

・財務の状況は、公金の管理に望まれる  

健全な状態であるか。  

・財政的基盤が十分に整っているか。  

 

５  

 

 

 

経費の積算   

 

 

 

 

・積算内訳及び根拠が明確に示されてい  

るか。  

・提案内容に対して経費が適切に積算さ  

れているか。  

 

２０  

 

 

 

 

合   計  

 

 

１００  

 

 

（３）審査結果の通知及び公表  

   審査の結果は、全ての企画提案者に文書で通知するとともに、最優秀  

企画提案者の名称等を県ホームページ上で公表する。なお、審査の経緯

については公表しない。また、審査結果の内容に対する照会、異議申し

立ては受け付けない。  

 

８ スケジュール（予定） 

  令和８年２月２４日（火）    公募開始 

      ２月２７日（金）１７時 質問受付締切 

      ３月 ５日（木）１７時 参加申込締切 
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      ３月１６日（月）１７時 企画提案書の提出締切 

      ３月中旬頃       選定委員会 

       ３月中旬以降      結果通知・指定（指定を受けている者以外の者が委

託候補者となった場合に限る。）・契約締結・業務

開始 

 

９ 契約の方法 

（１）契約内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、県と委託候補者が協議

を行い決定する。この協議の際に企画提案の一部を変更することがある。 

（２）委託候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったとき

は、その選定を取り消すとともに、選定委員会において次点となった者を委託候補

者とし、契約内容についての協議等を行った上で、契約を締結する。 

 

10 事務局 

  徳島県保健福祉部医療政策課 医事指導担当 

  〒７７０－８５７０ 

   徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

   電話番号 ０８８－６２１－２３６６ 

   ＦＡＸ  ０８８－６２１－２８９８ 

      Ｅ-ｍａｉｌ iryouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp  


